
入札等監視組織について 

 

 横浜市 東京都 千代田区 名古屋市 

根拠規定 要綱 同左 同左 同左 

所掌事務 １ 工事に関し、入札及び契

約手続きの運用状況などに

ついて報告を受ける。 

２ 工事のうち委員会が抽出

指定したものに関し、入札

又は契約方式の決定方法、

一般競争入札に係る参加資

格の設定方法、指名競争入

札に係る指名業者の選定方

法及び随意契約に係る経過

等について審議を行い、必

要と認めた場合には意見の

具申を行う。 

3 工事請負に関する指名

停止措置及び資格制限の

状況などについて報告を受

け、必要と認めた場合には

意見の具申を行う。 

4 工事請負に関する談合

情報対応についての報告を

受け、必要と認めた場合に

は意見の具申を行う。 

5 工事請負に関する一般

競争入札、指名競争入札及

び随意契約（政府調達に関

する協定の対象となる契約

を除く）に係る再苦情処理を

行う。 

6 政府調達に関する協定

の対象となる契約について

の苦情の処理を行う。 

１ 公共工事にかかる

入札及び契約手続等

の運用状況等を審議

しその結果を報告し、

改善すべき点があれ

ば、意見の具申を行

う。 

２ 公共工事の入札及

び契約手続に係る利

害関係者からの苦情

申立て（第３号に掲げ

る苦情申し立てを除

く。）について契約担

当者の依頼に基づき

調査検討し、その結果

を報告する。 

３ 特定調達契約（地

方公共団体の物品等

又は特定役務の調達

手続きの特例を定める

政令の規定が適用さ

れる契約）の利害関係

者からの苦情申し立て

について調査検討し、

その結果を報告する。

１ 工事に関し（予定

価格が１３０万円以上

のものに限る）、入札

及び契約手続きの運

用状況等について報

告を受ける。 

２ 工事について、制

限付き一般競争入札

参加資格の設定の経

緯、指名競争入札及

び公募制氏名競争入

札に係る当該指名の

経緯、業者指定により

随意契約を行った場

合における当該指定

の経緯に関する審議

を行うこと。 

３ 前２号の規定によ

る報告又は審議に基

づき、区長に対して意

見の具申を行うこと。 

1 工事及び委託の契

約に関し、入札・契約

手続の運用状況等に

ついて報告を受ける。 

2 工事及び委託の契

約のうち委員会が抽出

したものに関し、一般

競争入札に係る入札

参加資格の設定の理

由、指名競争入札に

係る指名の理由等に

ついての審議を行い、

必要な場合には意見

の具申又は勧告を行

う。 

3 工事に関し、一般

競争入札に係る入札

参加の無資格理由及

び指名競争入札に係

る非指名理由等の再

苦情について審議し、

審議結果を報告する。

組織 学識経験等を有する者の
中から市長が任命する。定
数は５人以内、任期は２年
とする。 

契約制度又は工事施

工技術全般に関して

専門知識を有する学

識経験者のうちから委

嘱する。定員５名、任

期は２年とする。 

学識経験等を有する
者で公正中立な立場

で客観的に入札及び

契約についての審議

等をできるもののうち

から、区長が委嘱す

る。３人以内、任期は

２年とする。 

人格が高潔で、入札・

契約制度に関し優れ

た識見を有し、公正か

つ中立な立場を 堅持

できる者のうちから、市

長が委嘱する。定数は

５人以内、任期は２年

とする。 

委員会の

開催 

原則年４回、６号に該当する

会議は随時開催。 

１号について原則とし

て毎年度１回開催、２

号について契約担当

者の依頼により開催。 

定例会年２回（６・１２

月予定）。 

原則として３か月に１

回、３号に該当する会

議は必要に応じ開催。

 



横浜市入札等監視委員会設置要綱

（入札等監視委員会の設置）

第１条 市長は、入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性を確保するため、公共工

事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 年法律第 号）第 条の規12 127 15
定に基づく適正化指針に定める第三者機関として横浜市入札等監視委員会（以下「委員

会」という ）を設置する。。

（所掌事務）

第２条 委員会は、市長の任命に基づき、別に市長が定める手続きにより、次に掲げる事

務を行う。

( ) 本市、水道局及び交通局が発注した工事に関し、入札及び契約手続の運用状況など1
について報告を受けること。

( ) 本市、水道局及び交通局が発注した工事のうち委員会が抽出指定したものに関し、2
入札又は契約方式の決定方法、一般競争入札に係る参加資格の設定方法、指名競争入

札に係る指名業者の選定方法及び随意契約に係る経過等について審議を行い、必要と

認めた場合には意見の具申を行うこと。

( ) 本市、水道局及び交通局が行った工事請負に関する指名停止措置及び資格制限の状3
況などについて報告を受け、必要と認めた場合には意見の具申を行うこと。

( ) 本市、水道局及び交通局が行った工事請負に関する談合情報対応についての報告を4
受け、必要と認めた場合には意見の具申を行うこと。

( ) 本市、水道局及び交通局が発注した工事請負に関する一般競争入札、指名競争入札5
及び随意契約（政府調達に関する協定の対象となる契約を除く ）に係る再苦情処理。

を行うこと。

( ) 本市、水道局及び交通局が発注した政府調達に関する協定の対象となる契約につい6
ての苦情の処理を行うこと。

( ) その他市長が必要と認めた事項について審議を行い、意見の具申を行うこと。7

（組織）

第３条 委員会は学識経験等を有する者の中から市長が任命する委員で組織する。

２ 委員の定数は、５人以内とする。

３ 委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

４ 委員は、再任を妨げない。

（委員長）

第４条 委員会には、委員の互選により委員長を置く。

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３ 委員長に事故のある時は、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。



（委員会の開催）

第５条 委員会は原則年４回開催するほか、第２条第６号の事務に係る会議等は、必要な

場合随時開催する。

２ 委員会は、委員長が招集する。

３ 委員会の開催に必要な定数は、委員の半数以上とする。

４ 委員会は、その掌握事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係する職員

の出席を求め、意見を聞き、若しくは質問を求め、又はこれらの者に対し資料の提出を

求めることができる。

（委員会の議決）

第６条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定する。ただし、可否同数の時は、委員

長の決定を委員会の決定とする。

（当番委員による事務）

、 、 （ 「 」第７条 委員長は 次の各号に掲げる事務について 予め指定した委員 以下 当番委員

。） 。 、 。という に行わせることができる この場合 当番委員の決定を委員会の決定とする

( ) 第２条第２号の抽出に関する事務を行う場合。1
( ) 第２条第５号の事務に関する処理を行う場合。2

２ 当番委員は、当該当番委員が行った事務について、次に開催する委員会に処理の内容

を報告するものとする。

（秘密を守る義務）

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。

（公表）

第９条 委員会は、第２条の事務について意見の具申を行った場合は、これを公表するも

のとする。

（事務局）

第１０条 委員会の事務局は、財政局契約部契約第一課に置く。

（委任）

第１１条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。

附 則

１ この要綱は、平成 年４月１日から施行する。16
２ 横浜市調達に係る不服等審査委員会設置要綱は廃止する。

附 則

１ この要綱は、平成 年７月 日から施行する。16 12
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東京都入札監視委員会設置要綱

（目的）

第１条 東京都が行う入札及び契約手続の公正性・透明性を確保するため、東京都入札監

視委員会（以下「委員会」という ）を設置する。。

（所掌事項）

第２条 委員会は次に掲げる事務を行う。

一 東京都が行う公共工事にかかる入札及び契約手続等の運用状況等を審議し、その結果

を報告するものとし、改善すべき点があれば意見の具申を行う。

二 東京都が行う公共工事の入札及び契約手続等に係る利害関係者からの苦情申立て（第

三号に掲げる苦情申立てを除く ）について契約担当者（知事及び公営企業管理者並び。

。）にこれらの者からあらかじめ契約に関する事務を処理する権限を委任された者をいう

の依頼に基づき調査検討し、その結果を報告する。

三 東京都が行う特定調達契約（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令（平成７年政令第３７２号）の規定が適用される契約をいう ）の利害関係。

者からの苦情申立てについて調査検討し、その結果を報告する。

（委員の構成等）

第３条 委員会は、契約制度又は工事施工技術全般に関して専門知識を有する学識経験者

のうちから委嘱する５名の委員で構成する。

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。

（守秘義務）

第４条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

（委員長）

第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

、 。３ 委員長に事故があるときは 委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する

（委員会の開催）

第６条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

２ 委員長は、委員会を招集しようとする場合は、あらかじめ書面により、審議の日時、

。 、 、 、場所及び調査検討する内容を委員に通知する ただし 緊急のため やむを得ない場合は

この限りでない。

（審議の議決）

第７条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、審議を開き、議決をすることがで

きない。

２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の

決するところによる。

（議事概要の作成及び公表）

第８条 委員会は、議事概要を作成し、これを公表する。
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（委員会の庶務）

第９条 委員会の庶務は、財務局経理部総務課で処理する。

（その他）

、 、第１０条 この要綱に定めるもののほか 委員会の運営に関する事項その他必要な事項は

別に定める。

付 則

１ この要綱は、平成１４年３月１９日から施行する。

２ 東京都特定調達契約苦情検討委員会設置要綱（平成８年８月８日付、８財経総第５７

９号）は廃止する。
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東京都入札監視委員会運営要領

平成１４年３月１９日

13財経総第１７１９号決定

平成１５年４月３０日

改正 15財経総第 ２３０号

、 （ 「 」 。） 、この要領は 東京都入札監視委員会 以下 委員会 という の運営及び取扱に関し

必要な事項を定めるものとする。

ただし、東京都入札監視委員会設置要綱（以下「要綱」という ）第２条第３号に掲げ。

る事務の取扱については、別途定めるところによる。

第一 定例審議

１ 定例審議

(1) 定例審議の開催

委員会は、要綱第２条第１号に掲げる事務について、原則として毎年度１回以上定

例審議を開催するものとする。

なお、審議の一環として、必要に応じて現地調査を行う。

(2) 発注工事一覧の提出

契約担当者（知事及び公営企業管理者並びにこれらの者からあらかじめ契約に関す

る事務を処理する権限を委任された者をいう ）は、前年度１年間に発注した工事の。

一覧を委員会に提出し、委員会はこれに基づき契約状況等について審議する。

(3) 発注工事一覧の内容等

(2)の発注工事の一覧は、契約を締結した局又は事業所が作成するものとし、入札

方式別に、工事件名、業種、工期及び契約金額を記載（別記様式－１）したものを、

定例審議開催日の１箇月前までに委員会に提出する。

(4) 審議対象事案

審議の対象は、都が締結した工事請負契約の事案とし、予定価格が２５０万円以下

の事案及び都の行為を秘密にする必要のあるものについては除くものとする。

２ 審議対象事案の抽出

委員会は、審議の対象となる事案を、発注工事一覧の中から、入札方式別に抽出する

ものとする。

３ 定例審議事案の説明及び審議

(1) 事案説明
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抽出された事案（別記様式－２）についての説明は、その事案を執行した局又は事

業所が行う。

(2) 審議

委員会は、抽出案件に係る競争参加資格の設定及び指名業者の選定方法等の適否に

ついて審議するものとする。

(3) 定例審議結果の公表

委員会は、審議終了後、その概要（別記様式－３）等を閲覧等の方法により公表す

るものとする。

第二 苦情処理審議

１ 苦情処理審議の開催

委員会は、要綱第２条第２号に掲げる事務について、契約担当者の依頼に基づき苦情

処理審議を開催するものとする。

なお、審議の一環として、必要に応じて現地調査を行う。

２ 苦情処理審議の運営

(1) 委員会は、苦情処理事案について、第三者機関として公平かつ独立した立場から審

議し、必要に応じて苦情申立者及び当該契約事務担当者の説明を求めることができる

ものとする。

(2) 苦情の対象となっている契約事案に関して利害関係を持つと認められる委員は、当

該苦情に係る審議に参加することはできない。

意見書の作成３

委員会は、苦情処理審議を終えたときには意見書を作成し、審議依頼のあった日から

概ね５０日以内に当該契約担当者に報告を行うこととする。

第三 苦情処理手続

１ 苦情申立て

(1) 苦情の申立て

① 都が発注した工事請負契約の事案について、入札及び契約等の過程並びに契約の

内容に係る情報を公表した結果、その入札及び契約等の利害関係者のうち情報の公

表内容を不服とする者（以下「申立者」という ）は、苦情申立ができるものとす。

る。

② この要領において、利害関係者及び苦情申立ての範囲は別表－１に定めるところ

による。
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(2) 適用対象となる発注金額等

① 適用対象となる事案は、予定価格が２５０万円以下の事案及び都の行為を秘密に

する必要のあるものは除くものとする。

② 政府調達に関する協定の対象となる工事については、別途定める「特定調達契約

に係る苦情処理手続」に基づき行う。

(3) 苦情申立ての方法

申立者は、以下に掲げる期間内に契約事務担当者等（別表－１のうち④に掲げる苦

情にあっては工事施工担当者）に説明を求め、その説明に不服の場合、申立書（別記

様式－４）により各契約担当者に対して苦情申立てを行うことができるものとする。

① 別表－１のうち①ア(ｱ)、①イ、②ア(ｱ)及び②イに掲げる苦情にあっては、利害

関係者が非採用の通知を受理した日の翌日から起算して１０日以内（期間の末日が

都の休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日、

１２月２９日から同月３１日までの期間、１月２日、同月３日、日曜日及び土曜日

をいう ）に当たるときは、期間はその翌日に満了する。以下同じ ）。 。

② 別表－１のうち①ア(ｲ)及び②ア(ｲ)に掲げる苦情にあっては、都が総合評価につ

いての落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して１０日以内。

③ 別表－１のうち①ウ及び②ウに掲げる苦情にあっては、契約内容に適合した履行

がされないと判断された当事者が、その旨の通知を受理した日の翌日から起算して

１０日以内。

④ 別表－１のうち①エに掲げる苦情にあっては、申立者が入札参加資格がないとの

通知を受理した日の翌日から起算して１０日以内。

⑤ 別表－１のうち②エに掲げる苦情にあっては、都が指名理由書を公表した日の翌

日から起算して１０日以内。

⑥ 別表－１のうち③に掲げる苦情にあっては、都が見積結果を公表した日の翌日か

ら起算して１０日以内。

⑦ 別表－１のうち④に掲げる苦情にあっては、利害関係者が工事成績評定の通知を

受理した日の翌日から起算してから１４日以内。

２ 苦情処理事前審査

(1) 苦情処理の事前審査

、 。① 申立書を受理した契約担当者は 苦情申立てについて事前審査を行うものとする

② 事前審査は、原則として局ごとに行うこととするが、必要に応じ事業所ごとに行

うことができるものとする。

(2) 事前審査の構成員

事前審査は合議制で行うものとし 構成員は各局契約担当部長 契約事務担当者 契、 、 （

約担当課長及び契約担当係長 並びに当該工事起工担当者及び当該工事施工担当者 起） （

工及び施工担当課長並びに起工及び施工担当係長）とし、必要に応じて関係事業所契

約事務担当者（契約担当課長及び契約担当係長）並びに関係事業所当該工事起工担当

者及び施工担当者（起工及び施工担当課長並びに起工及び施工担当係長）を置くこと

ができる。

(3) 事前審査による審議

事前審査による審議は、苦情申立ての回答書（別記様式－５）案、申立書及び関係

資料等に基づき行うものとする。
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(4) 苦情申立てへの回答

事前審査の結果は、申立書を受理した日の翌日から起算して１０日以内に回答書に

より申立者に回答するものとする。

ただし、苦情件数が多数に上る等事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由

があるときは、回答期間を延長できるものとする。

(5) 苦情申立ての却下

① 契約担当者は、次の場合に苦情申立てを却下することができる。

ア 苦情申立てができる期間を過ぎて申立てが行われた場合

イ 契約事務担当者等の説明を受ける前に申立てが行われた場合

ウ 当該入札・契約等と無関係な場合

エ 軽微な、又は無意味な場合

オ 利害関係者からの申立てでない場合

カ 委員会による検討が適当でない場合

キ 客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められる場合

ク その他アからキに類するもの

② 苦情申立ての却下は、申立書を受理した日の翌日から起算して１０日以内に回答

書により行うものとする。

(6) その他の事務

局（所）の契約事務担当者並びに工事起工担当者及び工事施工担当者は、公表事項

に係る一般的な問い合わせに対し迅速に対応するものとする。

３ 苦情処理審議及び公表

(1) 委員会への付議

① 事前審査の結果、前記２の(4)の回答書を受理した申立者のうち、回答書による

説明に対して不服があるものは、回答書を受理した日の翌日から起算して１０日以

内（別表－１のうち④に掲げる苦情にあっては１４日以内）に、再度、書面により

契約担当者に対して苦情を申し立てることができる。

② 申立てを受けた契約担当者は、委員会に対し、速やかに審議を依頼することとす

る。

(2) 委員会への提出資料

、 （ ） 、委員会へ提出する資料は 議案 別記様式－６ 並びに申立者からの苦情申立書類

当該申立てに係る契約関係資料一式及び参考資料とする。

(3) 委員会への苦情申立ての却下

契約担当者は、次の各号に掲げる事項について、委員会への苦情申立てを却下する

ことができることとし、この場合、申立書を受理した日の翌日から起算して１０日以

内に回答書により行うものとする。

① 苦情申立てができる期間を過ぎて申立てが行われたもの

② 苦情の申立てを行っていない者から再苦情の申立てがあったもの

③ 苦情の申立てを却下された者から再苦情の申立てがあったもの

(4) 審議結果の通知

契約担当者は、委員会の審議結果を踏まえたうえで、委員会からの意見書を受理し
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た日の翌日から起算して１０日以内に、申立者に結果を回答するものとする。

(5) 入札手続の執行

苦情の申立ては、原則として、入札手続の執行を妨げるものではない。

(6) 苦情処理結果の公表

申立者に回答を行ったときには、その概要（別記様式－７）等を閲覧の方法により

公表するものとする。

４ その他

(1) 苦情申立てについての周知等

苦情申立てができる旨の周知を次により行うものとする。ただし、周知は本取扱に

おける対象工事に係るものに限る。

① 技術提案型総合評価方式による一般競争入札又は希望制指名競争入札方式にあっ

ては、技術資料作成要領又は技術資料の提出を求める際に配布する資料に、別表－

１のうち ①ア(ｱ)及び(ｲ)、①イ、②ア(ｱ)及び(ｲ)並びに②イに掲げる苦情申立て

ができる旨を明記すること。

② 低入札価格調査方式の場合にあっては、別表－１のうち①ウ及び②ウに掲げる申

立てができる旨を工事発注予定表等に明記することにより周知すること。

③ その他入札にあっては、別表－１のうち①エ、②エに掲げる申立てができる旨を

公告、工事発注予定表等に明記することにより周知すること。

④ 随意契約方式にあっては、別表－１のうち③に掲げる苦情申立てができる旨を見

積結果の公表の際に明記すること等により周知すること。

⑤ 工事成績評定にあっては、別表－１のうち④に掲げる苦情申立てができる旨を工

事成績評定の通知書に記載すること等により通知すること。

(2) 運営要領の制定

事前審査を行うにあたり、局又は事業所は本運営要領に基づき 「東京都入札監視、

委員会○○局事前審査運営要領」を制定するものとする。

附 則

１ 本要領は、平成１４年３月１９日より施行する。

２ 本要領のうち、第三の１(3)⑦及び４(1)⑤、別表－１のうち④の規定については、工

事成績評定に係る通知の実施の日より施行する。

附 則

本要領は、平成１５年４月３０日から施行する。
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（別表－１）

種 別 利害関係者 苦情申立て

の範囲

ア 技術提案型総合 (ｱ) 技術資料を提出した者のうち、都から技術 非採用理由

評価方式の場合 提案非採用の通知を受理した者

(ｲ) 総合評価競争入札方式における非落札者 非落札理由

①一般競 イ 技術提案型競争 技術資料を提出した者のうち、都から技術提 非採用理由

争入札 入札方式の場合 案非採用の通知を受理した者

ウ 低入札価格調査 調査基準価格を下回った入札について調査を 履行能力がな

方式の場合 行った結果、当該契約内容に適合した履行がさ いと判断され

れないと判断された当事者 た理由

エ その他全般 入札参加資格がないと判断された当事者 入札参加資格

がないと判断

された理由

ア 技術提案型総合 (ｱ) 技術資料を提出した者のうち、都から技術 非採用理由

評価方式の場合 提案非採用の通知を受理した者

(ｲ) 総合評価競争入札方式における非落札者 非落札理由

②希望制 イ 技術提案型競争 技術資料を提出した者のうち、都から技術提 非採用理由

指名競 入札方式の場合 案非採用の通知を受理した者

争入札

ウ 低入札価格調査 調査基準価格を下回った入札について調査を 履行能力がな

方式の場合 行った結果、当該契約内容に適合した履行がさ いと判断され

れないと判断された当事者 た理由

エ 通常の指名競争 当該入札参加を希望したにもかかわらず、指 非指名理由

入札の場合 名されなかった者

③随意契約 当該契約と同一の工事種別、等級に対応する 当該契約の相

入札参加資格を有する者で、当該契約の相手方 手方として選地方自治法施行令第１６７条

として選定されなかった者で当該契約を履行で 定されなかっの２第２号から同第６号による

きることを証明できる者 た理由場合

④工事成績評定 都から工事成績評定の通知を受けた者 工事成績評定

点等



千代田区入札監視委員会設置要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、千代田区入札監視委員会（以下「委員会」という。）の設置及び運営

に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
（設置） 
第２条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12 年法律第 127 号）

の趣旨を踏まえ、千代田区（以下「区」という。）が発注する工事について、入札及び契

約の過程並びに内容の透明性を高めるため、区に委員会を設置する。 
 
（組織） 
第３条 委員会は、委員３人以内で組織する。 
２ 委員は、学識経験等を有する者で公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審

議その他の事務を適切に処理することができるもののうちから区長が委嘱する。 
３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 
４ 委員は、再任されることができる。 
５ 委員は、非常勤とする。 
６ 区長は、委員の氏名及び職業を公表するものとする。 
７ 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 
８ 委員長は、委員会に関する事務を総理し、委員会を代表する。 
９ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 
 
（会議） 
第４条  委員会の会議は、委員長が招集する。 
２  委員会の会議は公開とし、議事の概要はこれを公表する。 
３ 前項の規定にかかわらず、委員会の３分の２以上の多数で議決したときは、委員会の

会議を非公開とすることができる。 
 
（委員の除斥） 
第５条 委員は、自己又は３親等以内の親族の利害に関係のある案件については、議事に

加わることができない。 
 
（秘密を守る義務） 
第６条 委員は、次条の事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 そ



の職を退いた後も、また同様とする。 
 
（委員の罷免） 
第７条 区長は、委員が前条の規定に違反して秘密を漏らしたときその他委員としての信

頼性に欠けると認めるときは、これを罷免することができる。 
 
（委員会の所掌事務） 
第８条 委員会は、次に掲げる事務を行う。 
（1） 区が発注した工事（予定価格が 130 万円以上のものに限る。以下同じ。）に関し、

入札及び契約手続きの運用状況等について区長から報告を受けること。 
（2） 区が発注した工事について、次に掲げる事項に関する審議を行うこと。 

ア 制限付き一般競争入札参加資格の設定の経緯 
イ 指名競争入札及び公募制指名競争入札に係る当該指名の経緯 
ウ 業者指定により随意契約を行った場合における当該指定の経緯 

（3） 前２号の規定による報告又は審議に基づき、区長に対して意見の具申を行うこと。 
 
（必要な措置） 
第９条 区長は、第８条第３号の規定により委員会が意見の具申を行ったときは、これを

尊重し、入札及び契約の適正化のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
 
（委員会の庶務） 
第１０条 委員会の庶務は、政策経営部経理課が処理する。 
 
（委任） 
第１１条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は別に定める。 
 
   附 則 
１ この要綱は、平成１６年３月２６日から施行する。 
２  この要綱の施行の日から平成１６年３月３１日までの間において第３条第２項の規定

により区長が委嘱した委員に係る任期の終期は、同条第３項の規定にかかわらず、平成  
１８年３月３１日とする。 



名古屋市入札監視委員会設置要綱 

平成 8 年 3 月 25 日  
8 財用第 11 号  

（設置）  
第１条 本市の入札・契約手続における公正性の確保と客観性及び透明性の向上を図るた

め、名古屋市入札監視委員会（以下「委員会」という。）を設置する。  
（委員会の事務）  
第２条 委員会は、次に掲げる事務を行う。  
(1) 本市が発注した工事及び委託の契約に関し、入札・契約手続の運用状況等について報
告を受けること。  
(2) 本市が発注した工事及び委託の契約のうち委員会が抽出したものに関し、一般競争入
札に係る入札参加資格の設定の理由、指名競争入札に係る指名の理由等についての審議を

行い、必要な場合には意見の具申又は勧告を行うこと。  
(3) 本市が発注した工事に関し、一般競争入札に係る入札参加の無資格理由及び指名競争
入札に係る非指名理由等の再苦情について審議し、審議結果を報告すること。  
（委員会の構成等）  
第３条 委員会の定数は５人以内とする。  
２ 委員は、人格が高潔で、入札・契約制度に関し優れた識見を有し、公正かつ中立な立

場を堅持できる者のうちから、市長が委嘱する。  
３ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。  
（守秘義務）  
第４条 市長は、委嘱の際委員に職務上知り得た秘密を漏らしてはならないことを誓約さ

せることとする。  
（委員長）  
第５条 委員会に、委員長を置き、互選によりこれを定める。  
２ 委員長は、会務を総理し、議長として委員会の議事を運営する。  
３ 委員長に事故のあるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。  
（委員会の会議）  
第６条 委員長は、委員会の会議を招集する。  
２ 委員長は会議を招集しようとする場合は、書面により、会議の日時、場所及び議事を

あらかじめ委員に通知する。ただし、緊急のため、やむを得ない場合は、この限りでない。  
３ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開催することができない。  
４ 第２条第１号及び第２号の事務に係る会議（定例会議という。）は、原則として、３か

月に 1 回開催する。  
５ 第２条第３号の事務に係る会議（以下「再苦情処理会議」という。）は、必要に応じ開

催する。  
６ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。  



７ 名古屋市情報公開条例（平成１２年名古屋市条例第６５号）第７条第１項に規定する

非公開情報が含まれる事項について審議する会議は、非公開とする。  
（意見の具申又は勧告）  
第７条 委員会は、第２条第１号又は第２号の事務に関し、改善すべき事項等があると認

めるときは、市長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる。  
２ 委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行った場合に必要があると認めるときは、そ

の内容を公表することができる。  
（再苦情処理）  
第８条 委員会は、第２条第３号の事務に関し、再苦情の申立てがあった場合は、却下す

べき場合を除き、再苦情処理会議を開催し、審議を行う。  
２ 委員会は、前項の審議を終えたときは、その結果を市長に報告しなければならない。  
３ 前項の報告は、 第１項の審議を開始した日からおおむね５０日以内に行わなければな
らない。  
（委員の除斥）  
第９条 委員は、第２条第２号又は第３号の事務に関しては、自己又は３親等以内の親族

の利害に関係のある議事に加わることができない。  
（委員会の庶務）  
第 10 条 委員会の庶務は、財政局財政部用度課において処理する。  
（委任）  
第 11 条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、市長が別に定
める。  
 

附則  
この要綱は、平成８年４月１日から施行する。  

附則  
この要綱は、平成１２年１０月１日から施行する。  

附則  
この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。  


